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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を踏まえた学校 

における対応について（通知） 

岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部は、第 42 回本部員会議（令和３年９月 30 日）を開

催し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了に伴い、本県におけ

る今後の対応等を確認したところです。 

ついては、教育活動について、下記事項を留意し適切に対応するようお願いします。 

なお、県内の感染状況について、同対策本部において、本県の地域感染レベルは「ステージⅠ」

であることが示されたことから、『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニ

ュアル～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）』における「レベル１」に該当するこ

とを申し添えます。 

学校においては、引き続き、基本的な感染拡大防止対策を徹底するようお願いします。 

記 

１ 教育活動について 

(1) 校外で行う活動（修学旅行、遠足、社会科の見学、体験活動等）については、十分な感染

防止対策を行った上で実施すること。 

２ 部活動について 

(1) 地域の感染状況や競技特性及び活動形態等を踏まえ適切に判断し、十分な感染防止対策を

行った上で実施すること。 

(2)「県外へ移動しての活動」及び「県外の学校との活動」については、事前に遠征先の感染状

況や制限等を確認し、慎重に判断すること。 

(3) 上記の内容及び「県立学校の部活動について（令和３年４月６日通知）」を確認し、適切

に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 
【担当】 

○教育活動に関すること  学校教育室高校教育担当（019-629-6140） 

○部活動に関すること   保健体育課学校体育担当（019-629-6190） 


